
《足利市にお住まいの方》 

２０２６年分農業用免税証の交付について 
安足県税事務所  

◆ ２０２６年分の農業用免税証は、下記の日程で申請の受付をします。 

＜受付会場 栃木県庁足利庁舎４階４０３会議室＞ 

受付時間 １月１５日(木) １月１６日(金) 

９：３０ 

～  
１１：３０ 

○ ○ 

１３：３０ 

～  
１６：００ 

○ 
 

※初日の午前中は混雑します。遅い時間帯が比較的スムーズです。 

注１）新規申請の方や耕作面積の増加などで数量が増える場合、免税証は受付後、
後日の交付になります。 

注２）上記期間に来られなかった方は、交付予備日のご案内をいたしますので、下
記番号までご連絡ください。 

注３）上記期間後に申請した場合、農業用に使用した軽油であっても、既に作業を
終えた軽油の消費に対する免税証を交付することはできません。 

 
◆ 申請の際に持参するもの【○のついているものを“必ず”ご用意ください。】 

申 
請 

に 

必 

要 

な 

も 

の 

免税軽油使用者証 ○ 

免税軽油の引取り等に係る報告書 ○ 

免税軽油を購入した納品書等（写し可） ○ 

市の農業委員会発行の耕作証明書 

※１ 耕作面積等に変更がある場合、相続等使用者変更の場合 

※２ 市の農業委員会が発行する耕作証明書以外の証明書では受付できま

せんのでご注意ください 

※１ 

※２ 

機械のメーカー・型式・馬力などが分かるカタログやメモ等 

※３ 機械の追加・変更がある場合のみ 
※３ 

農作業受委託証明書 

※４ 受委託農作業者のみ 
※４ 

※  更新申請の方は手数料４２０円が必要です。（キャッシュレス納付も可能） 

◆ ほか、御不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。 

安足県税事務所 電話：０２８３－２３－１４５８（課税課） 


